
令 和 ５ 年 ６ 月 

総合政策局・鉄道局・自動車局 

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律 

の施行期日を定める政令（概要） 

令和５年通常国会において成立した「地域公共交通の活性化及び再生

に関する法律等の一部を改正する法律」（令和５年法律第 18 号）が本年

４月 28日に公布されたところ、同法の施行期日を下記のとおり定めるこ

ととする。 

①公布日から３月以内施行の規定：令和５年７月１日 

・「道路運送高度化事業」の拡充（交通ＤＸ・ＧＸの推進）【地域交通法】 

 

②公布日から６月以内施行の規定：令和５年 10月１日 

・地域の関係者の連携と協働の促進の位置付け【地域交通法】 

・ローカル鉄道の再構築に関する仕組みの創設・拡充【地域交通法】 

・「地域公共交通利便増進事業」の拡充（エリア一括協定運行事業）【地域交通法】 

・鉄道及びタクシーにおける協議運賃制度の創設【鉄道事業法・道路運送法】 

＜スケジュール＞ 

閣      議：令和５年 ６月２０日（火） 

公      布：令和５年 ６月２３日（金） 

施行（３月以内）：令和５年 ７月 １日（土） 

施行（６月以内）：令和５年１０月 １日（日） 


